
 

指定就労継続支援（Ｂ型） 重要事項説明書 

 あなたに対する就労継続支援（Ｂ型）サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に

基づいて当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。 

  

１ サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会 

所 在 地 鳥取県鳥取市富安二丁目１０４－２ 

電 話 番 号 ０８５７－３０－６３００ 

代表者氏名 会長 中西 照典 

設 立 年 月 昭和３９年３月２６日 

 

２ 利用施設 

事業所の種類 
指定就労継続支援（Ｂ型）事業所  

平成３０年４月１日指定     

事業所の名称 

（事業所番号） 

鳥取市社会福祉協議会ふくし作業所用瀬事業所 

（３１１０１０１６５０） 

事業所の所在地 鳥取県鳥取市用瀬町別府９６－２ 

連  絡  先 
電 話 番 号 ０８５８－８７－２３０２ 

ファックス ０８５８－８７－２３６９ 

管  理  者 松本 美智恵 

サービス管理責任者 山本 恵子 

サービスの実施地域 
鳥取市全域 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください 

主たる対象者 特 定 無 し 

定    員 ２０名 

開 設 年 月 日 平成３０年４月１日 

 

３ サービスの目的・運営方針 

目 的 
通所による就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な

知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援します。 

運営方針 
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細かな

就労継続支援（Ｂ型）のサービスを提供します。 

 

４ サービスに係る施設・設備等の概要 

（１）施 設 

建物 
構  造 

鉄筋コンクリート造 ３階建 

（耐火建築物）（耐震構造） 

敷 地 面 積 １６３．４１㎡ 



延べ床面積 １６３．４１㎡ 

（２）主な設備 

 部屋数 備  考 

作 業 室 ３室 内訳：作業室兼事務所１、作業室２ 

相 談 室       １室  

洗面設備     ３ヶ所  

便  所 ３ヶ所  

事 務 室     １室 内訳：作業室兼事務所１ 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置してい

ます。 

 

５ サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 常 勤 非常勤 常勤換算 備 考 

 専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 1  1   0.1  

サービス管理責任者 1 1    1.0  

職業指導員 1 1    1.0  

生活支援員 3   3  1.4  

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供す

る職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

※ 常勤換算とは・・ 

職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定

勤務時間数（例：週 38時間 45分）で除した数です。 

 

(ア) 各職種の勤務体系 

職 種 勤務体系 

管 理 者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

職業指導員 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

生活支援員 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

 

(イ) 営業日と営業時間 

  営 業 日：月曜日～金曜日 

  営業時間：９：００～１５：３０まで 

（ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月 29日～翌年 1月 3日を除く）

営業日及び営業時間以外であっても、事業推進に必要と認められる場合は日中活動

サービスを提供します。 

 

 

 

 



 

６ サービス提供の内容 

 

（１） 訓練等給付費対象サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握

し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

訓  練 
一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行います。

またその他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

生 産 活 動 

個別支援計画に沿って生産活動の内容を定め、生産活動の機会を提供

します。 

<工賃の支払> 

生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する

金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。 

実習及び求職活動等の支援 

公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携

を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の

為の支援を行います。 

健 康 管 理 

利用者の健康保持のために必要な投薬その他必要な管理、記録を行い

ます。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持

のための適切な支援を行います。 

送迎サービス 自主通勤が出来ない場合、状況に応じて送迎を行います。 

 

 

（２）訓練等給付費対象外サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 金 額 

生 産 活 動 等 
生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くこ

とが適当であるものに係る費用を頂きます。 
実費 

就労に向けての支援に必要な諸経費 
就労や実習に向けての支援のうち負担して頂くこ

とが適当であるものに係る費用を頂きます。 
実費 

日常生活上必要となる諸経費 

利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要

する費用で、負担して頂くことが適当であるものに

関わる費用をいただきます。 

実費 

 

<サービスの概要> 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管

理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者

に交付いたします。 

 

 

 



 

７ 利用料金 

（１） 訓練等給付費対象サービス内容の料金 

 訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定

める基準により算出した額）のうち 9割が訓練等給付費の給付対象となります。事業者

が訓練等給付費等の給付を市から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分と

して、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支払いただきます。（利用者負担

額といいます）なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありま

せん。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。 

 

【就労継続支援B型：利用者負担額料金表】 

基本部分 

定員20人以下 

就労継続支援B型サービス費 

(6:1) 

(703円/日) 

送迎加算（Ⅰ）    （21円/片道） 

送迎加算（Ⅱ）     (10円/片道) 

利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算と

なります。 

欠席時対応加算(月4回まで) 

(94円/回) 

利用予定日に利用を中止された時、従業者が利用者又はその家

族等との連絡調整・相談援助を行った場合に加算となります。 

利用者負担上限管理加算 

(150円/月) 
利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算となります。 

初期加算(利用開始～30日を限度) 

(30円/日) 

利用を開始した日から起算して30日以内の期間に利用した日

について加算となります。 

目標達成指導員配置加算 

 （45円/日） 

目標工賃達成指導員を常勤換算で１以上配置し、手厚い人員体

制で目標工賃の達成を取り組む場合に算定となります。 

目標工賃達成加算 

（10円/日） 

県により作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上

計画を作成するとともに、その工賃目標を達成した場合に加

算となります。 

福祉・介護職員等処遇改善加算  

 1ヶ月のサービス利用料金の合計額（加算・

減算を含む）×加算率 

障がい現場に関連する職員の処遇を改善する為に賃金改善や

資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算で

す。 

重度者支援体制加算（Ⅰ） 

（56円/日） 

前年度の障害基礎年金 1級を受給者数が当該年度の利用者数

の 50％以上の場合 

重度者支援体制加算（Ⅱ） 

（28円/日） 

前年度の障害基礎年金 1級を受給者数が当該年度の利用者数

の 25％以上 50％未満の場合 

※福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)(Ⅱ)（常勤の指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士又は公認心理師である者の割合による加算）：(Ⅰ)35％以上は 15 円、

(Ⅱ)25％以上は 10円、福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)（生活支援員のうち常勤職員が 75％

以上又は勤続３年以上の常勤職員の割合が 30％以上による加算）は 6円を、1日につき



加算します。 

（２） 訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

上記「６サービス提供の内容（２）訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご

参照ください。  

 

（３） 利用料金のお支払方法 

前記（１）（２）の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、請求月の翌月

末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

① 当事業所窓口での現金支払い 

② 下記指定口座への振込み 

鳥取銀行 鳥取駅南支店  普通預金２８９４６２１ 

名義 社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会 

（振込手数料は利用者様ご負担でお願いします） 

 

８ 利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求め 

に応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後 5 

年間保管します。 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、平日 ９：００～１７：００です。 

 

（２） 利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、 

サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係

機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報使用同意書」による）

に基づき情報提供を致します。 

 

９ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する就労継続支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利

用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対する就労継続支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 緊急時の対応 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先① 

住   所： 

電 話 番 号： 

氏   名： 

続   柄： 

緊 急 連 絡 先② 

住   所： 

電 話 番 号： 

氏   名： 

続   柄： 

 

11 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

ふ く し 作 業 所 

苦情受付窓口担当者  松本 美智恵 

ご 利 用 時 間  ８：３０～１７：１５ 

電 話 番 号  ０８５８－８７－２３０２ 

Ｆ  Ａ  Ｘ  ０８５８－８７－２３６９ 

虐待に関する窓口担当者  松本 美智恵 

 利用者及びその保護者等の人権の擁護・虐待の防止を啓発・

普及するための研修、委員会の設置を実施します 

・担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

虐待防止責任者 

事務局次長  前田 由美子 

電 話 番 号  ０８５７―３０－６３００ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０８５７－３０－６３６１ 

対応時間（平日）  ８：３０～１７：１５ 

鳥 取 市 福 祉 部 

障 が い 福 祉 課 

・所 在 地  鳥取県鳥取市幸町７１番地 

・電 話 番 号  ０８５７－３０－８２１８ 

 

運営適正化委員会 

 

・所 在 地  鳥取県鳥取市伏野１７２９－５ 

・電 話 番 号  ０８５７－５９－６３３５ 

・Ｆ Ａ Ｘ  ０８５７－５９－６３４０ 

 

12 協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人 林医院 

医 院 長 名 林  裕 史 

所  在  地 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩７２２－１ 

電 話 番 号 ０８５８－８７－２０３３ 



 

13 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
・別途に定める、消防計画書に則り、年２回、避難・防災訓練を、

利用者の方も参加して実施します。 

防 災 設 備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯 設 備    有 

・非常通報装置  有  ・消 火 器 具    有 

・自家発電設備  有   

・室内消火栓設備  有   

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

消 防 計 画 
消防署への届出日     令和２年４月１日 

防 火 管 理 者   松本 美智恵 

保 険 加 入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおい損害保険(株) 

加入保険内容：就労中危険保障 

14 地域と連携した災害対策の推進 

 非常災害対策における訓練実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に

努めていきます。 

 

15 業務継続に向けた計画等の策定や研修・訓練等の実施 

 感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築

し、業務継続に向けた計画等（BCP）の策定や研修の実施、訓練を実施していきます。           

 

16 感染症の発生及びまん延並びに熱中症の発生の防止等に関する取組 

 委員会の開催、指針の整備、研修実施、感染症の発生及びまん延の防止のための訓練

の実施を行っていきます。 

                  

17 身体拘束等の適正化 

 委員会の定期開催及び結果についての従業員への周知徹底、指針の整備、研修実施を

行っていきます。          

 

18 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用くだ

さい。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償し

ていただくことがあります。 

喫   煙 全館禁煙です。 

貴 重 品 の 管 理 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自

己管理のできない利用者につきましては貴重品を施設に持ち

込まないようお願いします。 

宗教活動・政治活動、営利活動 
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教

活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

19 福祉サービス第三者評価の実施   有 ・ 無 



 

【説明確認欄】 

令和  年  月  日 

 

サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項の説明を行いました。 

   

 

事業所名：鳥取市社会福祉協議会ふくし作業所用瀬事業所 

 

 

                  説明者名：                      

 

 

 

サービス契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、同意しました。 

  

 

利用者住所：                   

 

               氏   名：                  ㊞ 

 

 

               代理人住所：                   

 

               氏   名：                  ㊞ 

 

               続   柄：                   

 

 

               代 筆 者：                    

 

               続   柄：                    

 

利用者名代筆理由                        


